
別添１ 地域活性化型 

第１ 目的 

１ 農山漁村関わり創出事業 

農山漁村においては高齢化・人口減少が急速に進行する中、農山漁村の集落機能

を維持していくためには、現場での課題解決に向けた具体的な活動のコーディネー

トや推進をする地域づくりを支える人材を中長期的な視点から育成していく必要

があり、農林水産省は令和３年度から「農村プロデューサー養成講座」を開講し、

地域づくり人材の育成に取り組んでいます。

このため、振興交付金を交付し、地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いを

酌み取りながら地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポート

する人材（農村プロデューサー）を育成する取組を支援します。 

２ 農山漁村情報発信事業 

「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」を実現するためには、農山漁村

の有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向上に取り組ん

でいる優良事例（以下「「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例」という。）

を選定し、全国へ発信する取組により、農山漁村の地域住民の意欲・機運の向上を

図ることが重要です。 

また、農山漁村地域の有する資源の価値を評価することにより地域資源の保全と

地域の活性化を推進する、農業遺産や世界かんがい施設遺産の取組や、農業・農村

の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動を支援する多面的機

能支払の取組は、「美しく活力ある農山漁村」の実現に資する取組であることから、

これら農業遺産等の更なる認知度向上を図ることが重要です。 

このため、振興交付金を交付し、農山漁村の地域住民の意欲・機運の向上に向け

た「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例の情報発信等の取組や、農業遺

産や世界かんがい施設遺産の価値や魅力について広く情報発信する取組等を支援

します。 

第２ 事業内容等 

この要領により公募を行う事業の事業名は次のとおりであり、具体的な事業内容、

事業実施主体の要件、予算額及び公募予定数並びに事業実施期間は別表１から４に定

めるとおりです。 

１ 農山漁村関わり創出事業 

（１）農村プロデューサー養成講座の実施（別表１）

２ 農山漁村情報発信事業

（１）「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例の情報発信（別表２）

（２）農業遺産等の情報発信

ア 多面的機能等に関するシンポジウム（別表３）

イ 農業遺産オフィシャルサポーター制度の推進支援及び世界かんがい施設遺

産に関する研修会の開催（別表４）

第３ 事業の目標設定 

事業の実施に当たっては、別表５を参考に目標項目を設定してください。



 

 

第４ 提案書の作成及び提出等 

１ 応募に必要な書類  

（１）令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書の提出について（別添様式）  

「令和８年度農山漁村振興交付金事業実施提案書の提出について（以下「提案書」

という。）」には、事業の取組内容や主な経費、実施体制等の具体的な計画や必要事

項を記入してください。 

なお、交付対象事業費は、別表６に定めるとおりです。 

（２）提案書に添付する資料  

提案書には、次のアからキまでの資料を添付してください。  

ア 提案者の定款、寄附行為及び規約 

イ 提案者の活動内容の概要が分かる資料 

ウ 提案者の過去３年間の事業実績を確認できる資料（国、地方公共団体等公的

機関から助成を受けて事業を行った実績がある場合、その内容が確認できる資

料。また、設立から３年経過していない提案者については、設立から現在まで

の事業実績が確認できる資料） 

エ 提案者の過去３年間の収支決算を確認できる資料（決算書、貸借対照表及び

損益計算書。設立から３年経過してない提案者については、設立から現在まで

の収支決算を確認できる資料） 

オ 役員・職員名簿及び組織図 

カ 提案者の取組を主導する代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー） 

及び経理責任者のこれまでの取組実績、履歴、提案書の実施に必要なノウハウ、

知見及びマネジメント能力等の判断に資する資料 

キ 事業費の算出決定の根拠となる資料 

 

２ 応募に当たっての留意事項  

（１）提案書作成に当たっての留意事項 

ア 提案書本体はＡ４判 15ページ以内で記載してください。 

※提案書本体とは、提案書の別紙の３から７を指します。なお、添付書類は枚数

から除外します。 

イ 15ページを超えるものは審査の対象外とすることがありますが、表や図、イ

ラスト、写真等については、このページ内において提案書を分かりやすくする

ため積極的に入れるように工夫してください。 

ウ 表や図、イラスト、写真等を除き、提案書本文のフォントサイズは 11ポイン

ト以上とします。 

エ 多数の誤字脱字や解説のない専門用語・略語の多用等により、提案書の内容

を正確に理解することが難しいと判断された場合は審査の対象外とすること

があります。 

オ 審査に当たり、提案者情報をマスキング処理するため、提案書本体には提案

者の名称を極力記載しないよう御配慮願います。 
 

 

第５ 審査の観点 

審査は、別紙１から４に掲げる評価基準に基づき行います。 



 

 

別表１（第２の１関係） 

事業名 具体的な事業内容 事業実施主体の要件 
予算額及び公募予定

数 
事業実施期間 

１ 農山漁村

関わり創出事

業 

 

（１）農村プ

ロデューサー

養成講座の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農山漁村の課題解決に向けた取組のコーディネート等の地域づ

くりを担う人材（農村プロデューサー）の育成等を行うために、

以下の事業を行う。 

 
（※）参考 URL：令和７年度の講座実施状況 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/index.html 

 

１ 入門コース 

農山漁村地域における創意工夫にあふれる地域づくりの取組

内容を学ぶことにより、地域づくりの実践に向けたプロセスを

習得するため、オンライン講義を実施する。 

 

（１）時間・回数 

・１回当たり 90 分（講演 60 分、チャットによる質疑応答等 30 

分）とし、６回開催すること。 

（２）日程 

・農林水産省及び講師と調整の上、決定すること｡なお、開催時

期は６～８月頃を想定している。 

（３）講師 

・講師は各回１名（計６名）とし、農林水産省が指定する。 

・講師に対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費を

支払うこと。 

（４）対象者等 

・地域づくりに関心のある者が幅広く参加可能とすること｡ 

・受講料は無料とすること。 

（５）開催案内等 

・地域づくりに関心のある者が幅広く参加できるよう、対象者

（地方自治体職員や地域おこし協力隊等）に応じた情報発信

のための方法を検討し、効果的な開催案内を行うこと。 

事業実施主体は、以

下の要件を全て満た

すこととする。 

 

（１）入門コースの

企画・運営がで

きること。 

（２）実践コースの

企画・運営がで

きること。 

（３）実践コース修

了者等をつなぐ

ネットワークの

企画・運営がで

きること。 

予算額は 1,265万円と

し、１事業実施主体を

公募する（ただし、や

むを得ない事情が生

じ、農村振興局長が認

める場合は、予算の範

囲内で増額可能）。 

振興交付金の交付

決定の日から令和

９年３月 19 日まで

とする。 

https://www.maff.go.jp/j/nousin/course/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受講は事前登録制とし、受講生の属性と各回の受講者数（ラ

イブ配信の視聴者数）を取りまとめて農林水産省に報告する

こと。 

・事業実施主体が本事業に着手する前に、農林水産省がホーム

ページ等で開催案内を行う場合がある。 

（６）Web掲載用コンテンツ作成 

・各回終了後、講義の概要をまとめた資料（１回当たりＡ４用

紙１枚程度を想定。）を作成し、そのデータを農林水産省に提

出すること。 

（７）結果報告 

・受講生の理解度や満足度を把握するため、各回終了後にアン

ケート調査を実施し、その結果を取りまとめること｡ 

 

２ 実践コース 

地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いを酌み取りなが

ら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサ

ポートできる人材を養成するため、オンライン講義、対面講義

（実例を基にした模擬演習等をいう。以下同じ。）及びオンライ

ンゼミ（研修生自らの実践活動をいう。以下同じ。）を実施す

る｡ 

 

（１）受講希望者の募集・決定 

・受講希望者の募集及び取りまとめを行い、農林水産省と協議

の上、受講生を決定すること。 

・地方自治体職員及び地域づくりに意欲のある者等に本コース

の開催情報が行き届くよう、対象者に応じた情報発信のため

の方法を検討し、効果的な周知を行うこと。 

・受講生数は、120名程度を想定している（対面講義の各会場

20～30名程度。）。 

（２）講師 

・講師は農林水産省が指定する。 

・講師に対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費を



 

支払うこと。 

（３）オンライン講義 

① 日程等 

・２日間（各日３時間程度）の開催とする。なお、開催時期

は９月頃を想定しており、具体的な日程は農林水産省及び

講師と調整の上決定すること。 

・開催に当たっては、講師及び受講生同士のコミュニケーシ

ョンが可能なオンライン会議ツールを使用すること。 

② 講師 

・講師は４名を想定している。 

・講師に対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費

を支払うこと。 

（４）対面講義 

① 会場及び日程 

・開催地域は５地域（宮城県、東京都、大阪府、岡山県及び

福岡県を想定。）とし、それぞれ１会場で開催するものとす

るが、詳細は農林水産省と協議の上、決定すること。 

・開催会場は事業実施主体において手配を行うこと。なお、

受講生の利便性に配慮するとともに、公共施設を利用する

など経費節減に努めること。 

・会場ごとに３日間（１日目は半日、２日目は終日、３日目

は半日）の開催とする。なお、開催時期は９～11月頃を想

定しており、具体的な日程は農林水産省及び講師と調整の

上決定すること。 

② 講師 

・講師は会場ごとに２名を想定している。 

・講師に対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費

を支払うこと。 

③ その他 

・受講生は、いずれかの会場に参加することとし、事業実施

主体は、受講希望者の募集の際、参加希望会場の把握及び

調整を行うこと。 



 

・対面講義（ワークショップ形式での演習を基本とする。）を

円滑に運営するため、適切な人員配置となるよう配慮する

こと。 

（５）オンラインゼミ 

・過年度の講座修了者及び当該年度の受講生（以下「受講生

等」という。）が取り組む実践活動の中からケーススタディと

なる事例を２～５件程度選出し、それを題材として、農村プ

ロデューサーに求められるポイントを議論するゼミを開催す

ること。 

① 日程等 

・日程は選出した受講生等（以下、「ケーススタディ研修生」

という。）及び講師と調整の上、決定すること。 

・開催は、事例ごとに２回（実践活動前及び実践活動後）と

し、必要に応じて講師によるケーススタディ研修生へのフ

ォローが行えるよう調整すること。なお、実践活動前と実

践活動後のゼミの間隔は、３か月程度とすることが望まし

い。 

・開催に当たっては、講師及び受講生同士のコミュニケーシ

ョンが可能なオンライン会議ツールを使用すること。 

② 講師 

・講師はゼミごとに２名を想定している。 

・講師に対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費

を支払うこと。 

③ その他 

・事例は、講師と調整の上、選出すること。 

（６）その他 

・本コースの受講料は無料とする。また、受講生への旅費等の

支給は行わない。 

・実践コース修了後、受講生にレポートの提出を求め、内容確

認及び取りまとめを行い、農林水産省に提出すること。な

お、レポートの内容（項目等）は農林水産省と協議の上、決

定すること。 



 

・レポートの内容確認後、受講生に対して修了証を発行（送

付）すること。修了証の案は、農林水産省と協議の上、作成

すること。 

・実践コース修了者を対象とした修了式をオンライン形式で実

施すること。なお、具体的な日程は、農林水産省及び講師と

調整の上、決定すること。 

 

３ ネットワークの企画・運営 

受講生等同士で地域づくりに係る活動の悩みや情報を共有す

ることなどを通じて、受講生等の継続的な活動に資するよう、

農村プロデューサー（修了者）、受講生及び講師等からなるネッ

トワークの企画・運営を行う。 

 

（１）運営 

・農林水産省が既に運営するネットワーク（Facebookのプライ

ベートグループ（無料））の運営を引き継ぐものとする。 

・利用希望者がネットワークに参加できるよう案内を行うとと

もに、事業実施主体が管理者となり、メンバーの承認を行う

こと。 

・ネットワークは、農林水産省が規定する規約等に基づき運営

すること（規約等は交付候補者として選定された者に対して

提示する。）。 

（２）情報発信等 

・受講生等による地域づくりに係る継続的な活動に資する情報

の発信やセミナーの開催、ネットワーク参加者同士の交流を

促進する座談会など、年間を通じた企画を実施すること。 

 

４ その他 

・農林水産省及び講師との綿密なコミュニケーションを取り、

本講座を円滑に実施すること。 

・１、２の（３）及び（５）については、アーカイブ配信を実

施できるよう、講師等と調整すること。なお、講師との調整



 

の結果、アーカイブ配信を行えない場合であっても、講師の

承諾を得た上で記録として録画を行うこと。 

・農林水産省及び講師との打合せ結果は速やかに農林水産省に

報告すること。 

・当該年度の活動結果について取りまとめを行い、農林水産省

に提出すること。 

 



 

 

別表２（第２の２関係） 

事業名 具体的な事業内容 事業実施主体の要件 
予算額及び公募予定

数 
事業実施期間 

２ 農山漁村

情報発信事業 

 

（１）「ディス

カバー農山漁

村（むら）の

宝」選定事例

の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農山漁村の地域住民の意欲・機運の向上に向けて、農山漁村の

有するポテンシャルを引き出すことによる地域の活性化や所得向

上に取り組んでいる優良事例の情報を広く発信することにより、

その認知度向上や普遍化を図る取組を推進する。なお、実施に当

たっては、関係各所と調整が生じる可能性があるため、農林水産

省と協議の上行うこと。 

１ コンテンツ等の作成・運用 

（１）特設サイト（※）の作成・運用 

（事業内容） 

地域において活性化や所得向上に関する取組を行っている

企業、団体、地域住民等（以下「活動団体等」という。）を

はじめ幅広い層に対して優良事例の情報発信を行うことで、

地域における取組のきっかけとなり、あるいは、更なる発

展、拡大を推進するため、特設サイト内において、以下の情

報をスマートフォン等にも対応した閲覧しやすい構成で整備

すること。また、コンテンツの充実を図った上で、適時に情

報発信を行うこと。 

① 「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」に係る各種イベ

ント（募集情報の掲載、応募の受付及び集計作業を含

む。）等の情報 

② 第１回から第13回までの選定地区の取組内容や産品等に

関する情報 

（留意事項） 

・①の情報のうち募集情報の掲載、応募の受付及び集計作業に 

当たっては、農林水産省と協議の上で実施するものとし、応

募案件を審査するための基礎資料として取りまとめること。 

・特設サイトの閲覧状況等を踏まえて情報発信方法を検討し、

必要に応じたサイトの更新、各種メディアを活用した周知

等、継続的に効果的な情報発信を行うこと。 

事業実施主体は、次

の（１）から（４）

に示す要件全てを満

たすこと。 

 

（１）本事業を的確

に遂行するに足

る知見、意思及

び具体的計画を

有すること 

（２）本事業に係る

経理、その他の

事務について、

適切な管理体制

及び処理能力を

有すること 

（３）本事業の適正

な執行に関し、

責任を持つこと

ができること 

（４）法人格を有さ

ない任意団体の

場合は、会計処

理や意思決定等

の方法について

規約等が整備さ

れていること 

予算額は2,760 万円

とし、１事業実施主

体を公募する（ただ

し、やむを得ない事

情が生じ、農村振興

局長が認める場合

は、予算の範囲内で

増額可能）。 

振興交付金の交付

決定の日から令和

９年３月31日まで

とする。 



 

・各種情報発信のための媒体を活用した情報発信は、特設サイ

トでも閲覧できるようにすること。 

・特設サイトの運営に必要なサーバー費用及び引継ぎに必要な

経費等については、本事業の経費とすることができる。ま

た、特設サイトを運営していた株式会社プランドゥ・ジャパ

ンと円滑かつ適切な引継ぎを行うこと。 

（※）https://www.discovermuranotakara.com/ 

（２）動画の制作 

（事業内容） 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の取組の認知度向上

や推進を図る内容の動画、第12回選定地区（優秀賞受賞地区）

及び第12 回選定地区（グランプリ受賞地区）の紹介動画を作成

する。 

（３）ポスター・リーフレット等の作成・配布 

（事業内容） 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の取組の認知度向上

や普遍化が図られるよう、以下について実施すること。 

① 第13回選定への効果的な応募喚起に向けたポスター、リ 

ーフレットの作成及び各地方農政局等への配送 

② イベントの開催を広く周知するためのちらし作成等 

③ 第13回選定地区の事例集作成 

（４）二次利用等 

（留意事項） 

（１）から（３）までの取組に当たっては、「ディスカバー

農山漁村（むら）の宝」の認知度向上や推進を目的とした動画

等の二次利用について、あらかじめ被撮影者の承諾を得ておく

こと。 

２ 効果的な情報発信（SNS 等を活用した認知度向上のPR） 

（事業内容） 

情報伝達力の高いSNS（Instagram、Facebook、X 等）や各種

情報発信のための媒体を活用し、幅広い層における「ディスカ

バー農山漁村（むら）の宝」選定地区についての認知度及び関



 

心を高めるため効果的な情報発信を行うこと。 

（留意事項） 

・「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の選定地区及び取組

の認知度向上や普遍化に向け、目的に応じた情報発信のため

の媒体を検討した上で効果的な情報発信を行うこと。 

・SNS 広告やリスティング広告等を活用し、特設サイトへのア

クセス誘導を行うこと。 

・募集時期やイベント開催等に合わせた情報発信を行うこと。 

・SNS を活用した情報発信は年間を通じて継続的かつ効果的に

行うこと（月１回以上）。 

３ イベントの開催 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」のより効果的な展開

等に向け、下記のイベントを開催すること。 

なお、イベントの実施に際しては、各種メディアに取り上げ

られるよう工夫した情報発信を行うこと。 

（１）選定証授与式の開催 

（事業内容） 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の第13回選定で選 

ばれた地区に選定証を授与するイベントを開催すること。な

お、開催に当たっては、選定地区の取組を全国に広く周知す

る内容とし、かつ、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」

の認知度向上に資するイベント内容とすること。また選定地

区間の交流促進に努めるとともに有識者懇談会委員と連携し

たイベント内容にすること。 

（２）認知度向上に資するイベント等の開催 

（事業内容） 

第13回の選定地区やこれまでの選定地区の代表者等を招待

し、選定地区の取組の推進や選定地区同士の連携強化に資す

るイベントを開催すること。なお、開催にあたっては、「デ

ィスカバー農山漁村（むら）の宝」及び選定地区の取組の認

知度向上や普遍化が図られるよう工夫すること。また、有識

者懇談会委員と連携したイベント内容にすること。 



 

別表３（第２の２関係） 

事業名 具体的な事業内容 事業実施主体の要件 予算額及び公募予定数 事業実施期間 
２ 農山漁村

情報発信事業 

 

（２）農業遺

産等の情報発

信 

 

ア 多面的機

能等に関する

シンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業では、多面的機能支払の活動に関する認知度向上、理解促

進や、地域資源の保全・活用の推進のため、多面的機能支払交付金

の活動組織（以下「活動組織」という）、一般国民等を対象にシンポ

ジウムを開催する。  

１ 多面的機能等に関するシンポジウムの開催 

多面的機能支払の活動の認知度向上、理解促進や、地域資源の保

全・活用の推進のため、活動組織、一般国民等を対象にシンポジウ

ムを開催すること。シンポジウム内容については、動画公開等によ

り一般国民に広く周知されるよう努めること。シンポジウムの具体

的な内容については以下のとおり。 

① 一般国民向けに、多面的機能が発揮されている分かりやすい

活動事例や活動組織の広域化、都道府県等による活動組織と外

部団体等（企業、団体、個人）とのマッチングにより活動組織

の体制強化が図られた事例、事務手続の簡素化、デジタル技術

の活用等の効率化に取り組んでいる事例の紹介を行うこと。 

② 活動組織、行政担当者向けに、多面的機能支払制度の周知や

優良事例の横展開、地域資源の保全・活用に有益な技術の実演

等を行うこと。また、人口減少・高齢化に伴い事務作業や活動

の継続が困難となることに対応するため、都道府県・市町村や

活動組織において、事務負担軽減に向けた体制構築、事務支援

システム等のデジタル技術を活用している優良事例を紹介す

ること。さらに、共同活動の省力化に向けたリモコン草刈機等

の省力化技術を活用している優良事例を紹介するとともに、今

後の多面的機能支払の活動において活用が期待される先進技

術の紹介を行うこと。加えて、先進地区等のキーパーソンを招

いてパネルディスカッション等を行うこと。 

  

２ 効果測定の実施 

１の情報発信の取組が農業・農村が有する多様な価値の理解醸

成及び認知度向上にどのように影響したのか等について、事業実

事業実施主体は、次

の（１）から（４）に

示す要件全てを満た

すこと。 

 

（１）本事業を的確

に遂行するに足

る知見、意思及

び具体的計画を

有すること 

（２）本事業に係る

経理及びその他

の事務につい

て、適切な管理

体制及び処理能

力を有すること 

（３）本事業の適正

な執行に関し、

責任を持つこと

ができること 

（４）法人格を有さ

ない任意団体の

場合は、会計処

理や意思決定等

の方法について

規約等が整備さ

れていること 

予算額は 600 万円と

し、１事業実施主体を

公募する（ただし、や

むを得ない事情が生

じ、農村振興局長が認

める場合は、予算の範

囲内で増額可能）。 

振興交付金の交付

決定の日から令和

９年３月 31 日まで

とする。 



 

施に係る数値目標を設定した上で分析し結果報告すること。ま

た、より効果的な事業となるよう次年度以降の情報発信手法の基

礎となる改善策を取りまとめること。  

 



 

 

別表４（第２の２関係） 

事業名 具体的な事業内容 事業実施主体の要件 予算額及び公募予定

数 

事業実施期間 

２ 農山漁村

情報発信事業 

 

（２）農業遺

産等の情報発

信 

 

イ 農業遺産

オフィシャル

サポーター制

度の推進支援

及び世界かん

がい施設遺産

に関する研修

会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業遺産は、伝統的な農林水産業を営む地域を認定する制度であ

り、農業遺産地域の自立的かつ持続的な活性化の推進と次世代への

継承を目的としている。農林水産省では、農業遺産地域と民間企業

や団体等（以下「企業等」という）との協働により、地域や産業を

共に活性化させる取り組みである「農業遺産オフィシャルサポータ

ー制度」（以下「サポーター制度」という）を令和７年度から試行的

に開始しており、令和８年度から本格運用を予定している。本事業

では、サポーター制度の本格運用に当たって、地域の有する多様な

価値や魅力を広く企業等に発信し、地域内外の多様な主体との協働

の創出を図る。 

また、世界かんがい施設遺産は、歴史的・技術的・社会的価値の

あるかんがい施設を登録・表彰する制度であり、かんがいの歴史・

発展を明らかにし、理解醸成を図るとともに、かんがい施設の適切

な保全に資することを目的としている。本事業では、世界かんがい

施設遺産の関係者が当該施設を活用し、地域の活性化の取組とし

て、特産品の付加価値の向上、訪問者の拡大、施設の保全等を目的

とした取組をより効果的に実施できるよう研修を行う。 

なお、実施に当たっては、関係各所と調整が生じる可能性がある

ため、農林水産省と協議の上行うこと。 

 

１ 農業遺産地域と企業等の連携の推進 

（１）交流イベントの開催 

農業遺産地域と企業等の連携を推進するため、年に３回以上の

交流イベント（以下「イベント」という）を開催すること。イベ

ントは、農業遺産やサポーター制度の周知及び理解醸成を図る内

容を含めるとともに、多くの農業遺産地域と企業等の連携につな

がる内容を提案すること。なお、令和８年度に農業遺産の新規認

定があった際には、イベントのうち１回に認定式に相当する内容

を含めること。イベントの内容に応じて、首都圏及びそれ以外の

事業実施主体は、次

の（１）から（４）に

示す要件全てを満た

すこと。 

 

（１）本事業を的確

に遂行するに足

る知見、意思及

び具体的計画を

有すること 

（２）本事業に係る

経理及びその他

の事務につい

て、適切な管理

体制及び処理能

力を有すること 

（３）本事業の適正

な執行に関し、

責任を持つこと

ができること 

（４）法人格を有さ

ない任意団体の

場合は、会計処

理や意思決定等

の方法について

規約等が整備さ

れていること 

予算額は 3,510万円と

し、１事業実施主体を

公募する（ただし、や

むを得ない事情が生

じ、農村振興局長が認

める場合は、予算の範

囲内で増額可能）。 

振興交付金の交付

決定の日から令和

９年３月 31 日まで

とする。 



 

開催場所を提案すること。また、イベントの内容はインターネッ

トによる同時配信を行うとともに、事後の動画公開等により、広

く周知を図ること。なお、配信回線は、予備も含めて２回線以上

確保すること。 

イベントの開催場所、開催方法及び内容は農林水産省と協議の

上決定すること。 

 

（２）イベント開催後のフォローアップ 

（１）のイベント開催後は、イベントに参加した農業遺産地域

と企業等を主な対象に、継続的に対話を重ね、双方の意向や取組

の方向性等を加味したうえで連携に向けた支援を行うこと。 

 

（３）広報活動の実施 

  （１）のイベントに、多くの企業等が関心を持ち参加するよう、

広報活動を実施すること。特に、地域課題ソリューションへの関

心が高い企業等などにも広く参加を募ること。多くの参加が得ら

れるよう、参加者の募集方法について具体的に提案すること。ま

た、イベント開催前にチラシ等の広報物を配布可能とするととも

に、当省 WEBサイトで公開するための媒体を作成すること。なお、

事前広報活動にあたっては、事業実施主体が有している企業等の

ネットワークを最大限活用すること。 

  また、サポーター制度の PR に用いるロゴマーク等の作成につ

いて、農林水産省と協議の上、検討・制作すること。 

 

２ サポーター制度に係る情報発信及び運営支援 

サポーター制度に関する情報発信や運営を効果的・効率的に行

うため、サポーター制度に係る連携事例等のコンテンツや申請手

続きを一元的に運用・管理できるポータルサイトを作成するこ

と。 

また、ポータルサイト構築後、サポーター制度の申請手続き等

の運営支援を実施すること。 

（１）ポータルサイトの設計・構築 



 

① ポータルサイトの掲載情報、求める機能及びその他留意事項 

ア 掲載情報 

・農業遺産地域（36地域）及びサポーター（農林水産省が認

定する農業遺産の保全や地域の活性化に資する活動に取

り組む企業等。令和７年 12月時点で 12の企業等が認定）

の概要紹介や連携事例等、農業遺産地域や企業等が連携を

検討する際に有益と考えられる情報 

・サポーター及びサポーターバンク（農業遺産地域での活動

実績はないが、農業遺産への関心が高く、今後農業遺産地

域との連携を希望する企業等を登録する制度）への申請方

法の案内及び申請フォーム 

・サポーター制度に関するイベント等の開催情報 

・サポーター制度やポータルサイトに関する問合せフォーム 

イ 求める機能 

・農業遺産地域及びサポーターの概要や連携事例等の情報に

ついて、絞り込みや検索ができる機能 

・申請フォームは、WEB サイト上で、企業等の情報入力欄を

設けるほか、ファイル添付ができる機能 

ウ その他留意事項 

・システムを管理する運営者、農林水産省関係者は ID、パス

ワード認証にてログイン管理を行うこと。 

・特定の団体や事業者のみを優遇するような情報発信や利用

制限等は行わないこと。 

・令和８年 10 月１日からポータルサイトの運用開始ができ

るよう構築を完了すること。ただし、農林水産省に協議の

上承諾を得た場合はこの限りではない。 

・機能を絞り込んだ簡易版のポータルサイトの構築について

検討し、農林水産省と協議の上、設計・構築すること。 

・ポータルサイトの構築に係る成果物については、本公募要

領の第７の５に規定する著作権の無償利用に加え、農林水

産省又は農林水産省が指定する者に対して、ポータルサイ

トの運用・保守・改修・機能追加等を目的とした改変、翻



 

案その他必要な利用についても無償で許諾すること。な

お、当該改変等に関して、著作者人格権を行使しないもの

とする。 

 

② ポータルサイトの運営・維持管理体制の確保 

ア ポータルサイト構築後、運営・維持管理に関する令和８年

度以降の体制を構築すること。 

イ 運営・維持管理に関する体制には、ポータルサイトを稼働

する上で必要となる人員体制、システム運用・保守計画、セ

キュリティ対策、それらに要する費用並びにそれらの財源に

関する事項を「運営・維持管理計画書（案）」として、あらか

じめ策定したうえで、事業に着手すること。 

ウ 本事業完了後にも、農林水産省または農林水産省が指定す

る者が管理・運営できるよう適切な引継ぎ事務を行うこと。 

 

（２）サポーター制度の運営支援 

（１）のポータルサイト開設後、サポーター及びサポーターバ

ンクへの申請書の受理及び確認、サポーター認定証の送付、ポー

タルサイトに掲載する連携事例等のコンテンツ作成、サポーター

登録の更新手続き及びそれらに係る農業遺産地域や企業等との

連絡調整を実施する。 

具体的な支援内容については、農林水産省と協議の上決定する

こと。 

 

３ 世界かんがい施設遺産に関する研修会の開催 

（１）研修会の開催 

 11月に奈良県で開催予定の全国会議において、世界かんがい施

設遺産の施設管理者、関係市町等（約 100名程度）を対象に、広

告代理店、旅行代理店等の有識者を招き、遺産施設を含む地域資

源の歴史、景観、伝統芸能、特産品等を活用した地域活性化、関

係人口増加に繋がる取組や、その取組を効果的に行うための研修

会（オンライン併用）を実施し、その会議を運営すること。 



 

 

（２）現地研修会の開催 

地域活性化の取組等を推進するため、地方ブロック単位で、世

界かんがい施設遺産地区の現地研修会（約 30 人程度/回/日）を

２回実施し、その会議を運営すること。遺産地区の施設を複数視

察することを想定しており、その際地域活性化の取組等に精通し

た講師を招集する。視察用のバスを手配すること。また、講師に

対して、農林水産省の規程等に準じ、謝金及び旅費を支払うこと。 

開催場所及び内容は農林水産省と協議の上決定すること。 

 

（３）優良事例の収集・とりまとめ 

研修会で紹介するために、国内外（日本、韓国、中国を想定）

の世界かんがい施設遺産地域における施設保全及び地域活性化

に係る優良事例（全 10 地区程度）の情報を収集し、日本語にて

とりまとめを行う。 

 

４ 効果測定 

  １及び２の取組により、農業遺産地域、サポーター及びサポー

ターバンク登録者に満足度のアンケートを実施すること。そこか

ら得られたデータをもとに分析を行い、次年度以降の取組に向け

た効果的な改善策をとりまとめること。 

  ３の取組により、アンケートを通じた認知度及び関心の高まり

等を事業実施に係る数値目標として設定した上で分析し、結果報

告するとともに、認知度向上及び関心の想起等の改善策を検討

し、次年度以降の情報発信手法の基礎となるよう取りまとめるこ

と。 

 



 

 

別表５（第３関係） 

  

目標項目の例 

※農村プロデューサー養成講座の実施については、以下項目のとおり定めること。 

 

事業名 目標 項目（単位） 

１ 農山漁村関わり

創出事業 

 

（１）農村プロデュ

ーサー養成講座

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

①入門コース受講者の

拡大 

 

②農山漁村の課題解決

に向けた取組の促進 

 

 

 

・入門コースの受講人数（人） 

 

・事業実施計画の期間終了後の目標

として、翌年度中に農山漁村の課

題解決に向けた取組を行った実

践コース研修生の割合（％） 

２ 農山漁村情報発

信事業 

 

（１）「ディスカバー

農山漁村（むら）

の宝」選定事例

の情報発信 

 

 

 

 

「ディスカバー農山漁

村（むら）の宝」の認知

度向上 

 

 

 

特設サイトへのセッション数(件)  

SNS 等による情報発信数（回） 

（２）農業遺産等の

情報発信 

 

ア 多面的機能等

に関するシンポ

ジウム 

 

イ 農業遺産オフ

ィシャルサポー

ター制度の推進

支援及び世界か

んがい施設遺産

に関する研修会

の開催 

 

 

 

シンポジウムの参加者

数 

満足度 

 

各イベント・研修会の参

加者数 

満足度 

 

 

 

参加者数（人） 

満足度（％） 

 

 

参加者数（人） 

アンケート回収数（人） 

農業遺産地域と企業等の満足度

（％） 



 

 

別表６（第４の１関係） 

 

 この要領により公募を行う事業の対象経費は、次のとおりとする。 

 

 

 
区 分 

 
経 費 

１ 賃金 
２ 報償費 
３ 旅費 
４ 需用費 
５ 役務費 
６ 委託料 
７ 使用料及び賃

借料 

８ 備品購入費 

９ 報酬 
10 共済費等 
11 補償費 

12 資材等購入費 

13 機械賃料 

第２の１又は２の事業に関する事務等に従事した時間にする賃金 
謝金 
普通旅費及び特別旅費（委員等旅費、研修旅費及び日額旅費） 

消耗品費、車輌燃料費、印刷製本費等 
通信運搬費、筆耕・翻訳費、広告料等 
コンサルタント等に係る委託料 

会場、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料 

 

施策の実施に最低限必要な事業用機械器具等の購入費 
技術員手当（給料、職員手当（退職手当を除く。）） 
共済組合負担金、社会保険料、損害保険料等 

借地料等 
資材購入費、調査試験用資材費等 
作業機械、機材等賃料経費等 



 

 

別紙１（第５関係） 

 

農山漁村振興交付金事業実施提案書評価基準 
 

１ 農山漁村関わり創出事業 

（１）農村プロデューサー養成講座の実施 
 番号 評価項目 配点 評価 評価の着目点内訳 

共
通
事
項 

１ 

事業の趣旨・目的

の理解度 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・事業の趣旨及び目的を理解した計画となっているか。 

・地域の課題やニーズに対応した計画となっているか。 
 

 

２ 

事業実施による効

果、妥当性 

【10 点】 

10 点 

Ａ：10～９点 

Ｂ：８～７点 

Ｃ：６～３点 

Ｄ：２～１点 

Ｅ：０点 

・事業内容に対応した評価指標や妥当な目標値が設定されている

か。 

・設定した目標の達成に向けた実現性のある計画となっているか。 

・経費の区分、内訳、積算根拠は明確かつ妥当なものとなっている

か。 

 

３ 

事業の効率性・継

続性 

【10 点】 

10 点 

Ａ：10～９点 

Ｂ：８～７点 

Ｃ：６～３点 

Ｄ：２～１点 

Ｅ：０点 

・事業完了後の自立的かつ継続的な取組につながるものとなってい

るか。 

・事業の効率性を高めるための創意工夫が示されているか。 
 
 

４ 

事業遂行のための

実施体制の妥当性 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー）、経理責任者

等の事業実施に必要な人材や体制が確保されているか。 

・関係機関の役割分担は明確か。 

 

 

小計 30 点   

個
別
事
項 

１ 

入門コースの内容

の理解度 

【15 点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・適切な配信ツールの提案や、チャットによる質疑応答において、

円滑なコミュニケーションを図るための具体的な提案がなされて

いるか。 

２ ５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・入門コースの受講者の声を把握するための適切なアンケート調査

内容となっているか。 

・アンケート調査結果を有効に活用できる取りまとめ方法が提案さ

れているか。 

３ ５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・入門コース終了後に反復学習を行うためのＷＥＢ掲載用コンテン

ツやアーカイブ配信について、具体的な提案がなされているか。 

４ 

実践コースの内容

の理解度 

【20 点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・対面講義を円滑に運営するための適切な人員配置がなされている

か。 

５ ５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・対面講義の開催会場が、受講生の利便性に配慮したものや経費節

減に努めたものとなっているか。 

６ ５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・オンライン講義及びオンラインゼミの開催に当たり、適切な配信

ツールや運営体制が整備されているか。 



 

７ ５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・オンラインゼミにおけるケーススタディとなる事例の選出方法に

ついて、具体的な提案がなされているか。 

 

８ 

ネットワーク企画・

運営内容の理解度 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・ネットワークの運営体制は妥当であるか。 

 

・ネットワークを活用したセミナー等の企画の提案がなされている

か。 

９ 

講座周知等に向け

た取組の提案 

【10 点】 

10 点 

Ａ：10～９点 

Ｂ：８～７点 

Ｃ：６～３点 

Ｄ：２～１点 

Ｅ：０点 

・コースごとの受講対象者に応じた効果的な講座周知に関する提案

がなされているか。 

・周知の取組内容が具体的かつ妥当であるか。 

10 

取組スケジュール

の妥当性 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・取組の実施時期及び期間について適切な設定がなされているか。 

・農林水産省及び講師との調整等を含め、年間を通じたスケジュー

ルが具体的に示されているか。 

11 

事業遂行力の妥当

性 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・公募要領第４の１の（２）のウにおける過去３年間の事業報告に

おいて、研修を内容とする業務実績があり、適切に運営がなされて

いるか。 

 小計 60 点   

合計 90 点   

 
※１ Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣る、Ｅ：劣る 

※２ 共通事項の評価項目のうち、評価Ｅ（０点）となっている項目が１つでもある場合は、

不合格となる。 

  



 

別紙２（第５関係） 

 

農山漁村振興交付金事業実施提案書評価基準 
 

２ 農山漁村情報発信事業 

（１）「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定事例の情報発信 
 番号 評価項目 配点 評価 評価の着目点内訳 

共
通
事
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

個
別
事
項 

１ 
事業の趣旨・目的の理解度 

【５点】 
５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・事業の趣旨及び目的を理解した計画となっているか。 

・地域の課題やニーズに対応した計画となっているか。 

 

 

２ 
事業実施による効果、妥当性 

【15 点】 
15 点 

Ａ：15～13 点 

Ｂ：12～10 点 

Ｃ：９～４点 

Ｄ：３～１点 

Ｅ：０点 

・事業内容に対応した評価指標や妥当な目標値が設定されている

か。 

・設定した目標の達成に向けた実現性のある計画となっているか。 

・経費の区分、内訳、積算根拠は明確かつ妥当なものとなっている

か。 

 

３ 
事業の効率性・継続性 

【５点】 
５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・事業完了後の自立的かつ継続的な取組につながるものとなってい

るか。 

・事業の効率性を高めるための創意工夫が示されているか。 

 

 

４ 

事業遂行のための実施体制の妥

当性 

【５点】 

５点 

Ａ：５点 

Ｂ：４点 

Ｃ：３～２点 

Ｄ：１点 

Ｅ：０点 

・代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー）、経理責任者

等の事業実施に必要な人材や体制が確保されているか。 

・関係機関の役割分担は明確か。 

 

 

小計 30 点      

１ 
コンテンツ等の作成・運用 

【15 点】 
15 点 

Ａ：15～13 点 

Ｂ：12～10 点 

Ｃ：９～４点 

Ｄ：３～１点 

Ｅ：０点 

・「ディスカバー農山漁村の宝」の認知度向上や横展開に効率的か

つ効果的につながるような具体的な提案内容・構成となっている

か。 

・第 13 回選定の公募時に募集情報の掲載、応募受付及び集計作業を

適切に行う内容となっているか。 

２ 
効果的な情報発信 

【10 点】 
10 点 

Ａ：10～９点 

Ｂ：８～７点 

Ｃ：６～３点 

Ｄ：２～１点 

Ｅ：０点 

 ・興味関心を引き、「ディスカバー農山漁村の宝」の選定地区及び

取組の認知度向上や横展開が図られる内容になっているか。  

・継続的かつ効果的な投稿を実施できる計画になっているか。 

３ 
イベントの開催 

【15 点】 
 

15 点 

Ａ：15～13 点 

Ｂ：12～10 点 

Ｃ：９～４点 

Ｄ：３～１点 

Ｅ：０点 

・「ディスカバー農山漁村の宝」の選定地区及び取組の認知度向上

や横展開に資するイベントの開催方法及び情報発信が、効果的かつ

具体的な内容となっているか。 

・イベントを運営するための管理・経理・PR、参加者等へのサポー

ト体制は妥当か。 

・選定地区間の交流促進や認知度向上につながるよう有識者懇談会

委員と連携した開催内容となっているか。  

       

小計 40 点     

合計 70 点   

 
※１ Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣る、Ｅ：劣る 

※２ 共通事項の評価項目のうち、評価Ｅ（０点）となっている項目が１つでもある場合は、不

合格となる。 



 

 

別紙３（第５関係） 
 

農山漁村振興交付金事業実施提案書評価基準 
 

２ 農山漁村情報発信事業 

（２）農業遺産等の情報発信 

ア 多面的機能等に関するシンポジウム 
 番号 評価項目 配点 評価 評価の着目点内訳 

共
通
事
項 

１ 

事業の趣旨・目

的の理解度 
 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・事業の趣旨及び目的を理解した計画となっているか。 

Ｂ：４点 ・地域の課題やニーズに対応した計画となっているか。 

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

２ 
事業実施による

効果、妥当性 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 ・事業内容に対応した妥当な目標値が設定されているか。 

Ｂ：８～７点 ・設定した目標の達成に向けた実現性のある計画となっているか。 

Ｃ：６～３点 ・経費の区分、内訳、積算根拠は明確かつ妥当なものとなっている

か。 

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

３ 
事業の効率性・

継続性 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 ・事業完了後の自立的かつ継続的な取組に繋がるものとなっている

か。 

Ｂ：８～７点 ・事業の効率性を高めるための創意工夫が示されているか。 

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

４ 

事業遂行のため

の実施体制の妥

当性 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー）、経理責任者等

の事業実施に必要な人材や体制が確保されているか。 

Ｂ：４点 ・関係機関の役割分担は明確か。 

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

 小計 30 点   

個
別
事
項 

１ 
一般国民へのア

プローチ 

 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・一般国民向けになっているか。 

Ｂ：４点 ・活動事例の紹介等公募要領に資する内容が含まれているか。 

Ｃ：３～２点 ・動画公開等により、一般国民に広く周知される提案となっている

か。 

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

２ 
関係者へのアプ

ローチ 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・優良事例の横展開について考慮しているか。 

Ｂ：４点 ・動画公開等により、関係者に広く周知される提案となっている

か。 
Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

３ 
パネルディスカ

ッション 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・事務手続の簡素化やデジタル技術の活用等の効率化を推進するた

めの効果的な提案内容となっているか。 
Ｂ：４点 ・コーディネーターやパネリストについて記載があるか。 

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  



 

Ｅ：０点  

 小計 15 点  

合 計 45 点  

 

※１ Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣る、Ｅ：劣る 

※２ 共通事項の評価項目のうち、評価Ｅ（０点）となっている項目が１つでもある場合は、不

合格となる。 



 

 

別紙４（第５関係） 
 

農山漁村振興交付金事業実施提案書評価基準 
 

２ 農山漁村情報発信事業 

（２）農業遺産等の情報発信 

イ 農業遺産オフィシャルサポーター制度の推進支援及び世界かんがい施設遺産

に関する研修会の開催 
 番号 評価項目 配点 評価 評価の着目点内訳 

共
通
事
項 

１ 
事業の趣旨・目的の

理解度 

 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・事業の趣旨及び目的を理解した計画となっているか。 

Ｂ：４点 ・地域の課題やニーズに対応した計画となっているか。 

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

２ 
事業実施による効

果、妥当性 

 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 ・事業内容に対応した妥当な目標値が設定されているか。 

Ｂ：８～７点 ・設定した目標の達成に向けた実現性のある計画となっているか。 

Ｃ：６～３点 ・経費の区分、内訳、積算根拠は明確かつ妥当なものとなっている

か。 

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

３ 
事業の効率性・継続

性 

 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 ・事業完了後の自立的かつ継続的な取組に繋がるものとなっている

か。 

Ｂ：８～７点 ・事業の効率性を高めるための創意工夫が示されているか。 

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

４ 
事業遂行のための実

施体制の妥当性 

 

 

 

５点 

Ａ：５点 ・代表者、運営責任者（プロジェクトマネージャー）、経理責任者

等の事業実施に必要な人材や体制が確保されているか。 

Ｂ：４点 ・関係機関の役割分担は明確か。 

Ｃ：３～２点  

Ｄ：１点  

Ｅ：０点  

 小計 30 点   

個
別
事
項 

１ 

【農業遺産】 

交流イベント開催の

妥当性・具体性 

 

 

 

15 点 

Ａ：15～13 点 ・交流イベントのテーマや内容が、農業遺産地域及び企業等の連携

を促進するものとなっているか。 

Ｂ：12～10 点 ・運営に必要な人員や通信環境は確保されているか。 

Ｃ：９～４点 ・交流イベントに多くの企業等の参加が得られるように、募集方法

について具体的に提案されているか。 

Ｄ：３～１点  

Ｅ：０点  

２ 

【農業遺産】 

交流イベント後のフ

ォローアップ体制の

構築 

 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 
・交流イベント後の地域と企業の連携支援について、効果的な内容

となっているか。 

Ｂ：８～７点 ・フォローアップできる人員が確保されているか。 

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

３ 
 

【農業遺産】 

 

 

15 点 

Ａ：15～13 点 ・効果的なポータルサイトの作成・運営ができる計画となっている

か。 

Ｂ：12～10 点 ・サポーター制度について理解は十分か。 



 

サポーター制度の情

報発信、運営体制の

確保 

Ｃ：９～４点 ・継続的な制度運営ができる体制になっているか。 

Ｄ：３～１点  

Ｅ：０点  

４ 

【世界かんがい施設

遺産】 

研修会開催の具体性 

 

 

 

10 点 

Ａ：10～９点 ・具体的な開催方法について提案されているか。 

Ｂ：８～７点  

Ｃ：６～３点  

Ｄ：２～１点  

Ｅ：０点  

 小計 50 点  

 合 計 80 点  

 

※１ Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：やや劣る、Ｅ：劣る 

※２ 共通事項の評価項目のうち、評価Ｅ（０点）となっている項目が１つでもある場合は、不

合格となる。 
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